
葛原地区（新産業の森北部地区）の
 市街化区域編入について
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藤沢都市計画区域区分の変更（神奈川県決定）
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藤沢都市計画用途地域の変更（藤沢市決定）
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藤沢都市計画下水道の変更（藤沢市決定）
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公共下水道
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藤沢都市計画地区計画の決定（藤沢市決定）
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葛原地区（新産業の森北部地区）
位置

 

藤沢市葛原字観音道、字昭和台、字芝地、
字久保地及び字大六天地内

面積

 

約16.9ha

綾瀬市
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位置付けと経緯

３

◆藤沢市都市マスタープラン
新たな産業ゾーン「新産業の森」の形成を図る地区として位置づけ

計画的な市街地整備により、将来、

 市街化編入が可能となる区域
◆平成２１年９月

約２３haを特定保留区域に設定

◆土地区画整理事業の実施

◆産業地としての土地利用へ

約１６．９ヘクタールを先行的に
市街化編入

藤沢市

葛原特定保留区域（新産業の森北部地区）

◆藤沢都市計画

 

都市計画区域の整備、開発及び保全の方針
「工業地として計画的市街地整備事業の見通しが明らかとなった段階で市街化区域
に編入する。」と位置づけ

２



区域区分の変更

（神奈川県決定）

用途地域の変更、下水道の変更、

地区計画の決定（藤沢市決定）

６月

７月

８月

９月

１０月

１１月

これまでの手続き

７/６～7/27

 

案の閲覧・公述受付

6/15都市計画説明会（綾瀬市落合地区）

６/12

 

市案の申し出

6/4都市計画説明会（藤沢市内） 5/28～6/11
地区計画条例縦覧
5/28～6/18
地区計画意見書受付

7/26

 

神奈川県知事の回答

国事前協議

８/７

 

公聴会中止公表、県原案確定

10/12～10/26

 

法定縦覧

県協議

7/5

 

県素案確定

４葛原特定保留区域（新産業の森北部地区）

縦覧者３名、意見書提出なし

神奈川県から本市へ意見照会

第１４０回都市計画審議会に諮問・付議

第１３９回藤沢市都市計画審議会に報告



区域区分の変更

種類
面積

面積増減の内訳
新 旧

市街化区域 4,703ha 4,686ha

市

 

→

 

調

 

△

 

０．０ha

＋１６．９ha

 

調

 

→

 

市

 

１６．９ha

市街化調整区域 2,248ha 2,265ha

市

 

→

 

調

 

０．０ha

△１６．９ha

 

調

 

→

 

市

 

△１６．９ha

都市計画区域 6,951ha 6,951ha

５区域区分の変更

新旧対照表

３



本地区は、藤沢市西北部地域に存し、中央部を通過する広域的な幹線道路である都市計画道路藤沢

 厚木線（幅員25ｍ）が既に整備されていることや、隣接する綾瀬市において、計画中の東名高速道路

 （仮称）綾瀬インターチェンジから約４キロメートルに位置していることなど、工業地としての適地で

 す。

本地区の上位計画の位置づけとしては、「藤沢都市計画都市計画区域の整備、開発及び保全の方

 針」において、「葛原地区（約23ha）は工業地として、計画的市街地整備を予定しており、その事業の

 見通しが明らかになった段階で、農林漁業との必要な調整を行ったうえ、市街化区域へ編入するものと

 する。」としております。

また、「藤沢市都市マスタープラン」においては、西北部地域は「農・工・住が共存する環境共生

 都市」をめざしており、そのうち本地区は、「（仮）綾瀬インターチェンジの整備を見据え、産業交流

 を導く新たな産業拠点として、周辺環境と調和した効果的な施設緑化等により豊かな緑につつまれた

 「新産業の森」の形成をめざす。」とされております。

これら上位計画をふまえ、本地区では、藤沢市の経済活力を牽引する「新産業の森」の先導地区と

 して、豊かな緑につつまれた次世代へと引き継ぐ新たな産業拠点を形成することを目標に、地域住民と

 藤沢市との協働によるまちづくりを推進してきました。

今回、第６回線引き見直し(H21.9)において、特定保留区域を設定した葛原特定保留区域の一部(約

 16.9ha)について、土地利用計画が明確となり、土地区画整理事業（組合施行）による市街地整備の見

 通しが明らかになったことから、先行的に市街化区域に部分編入するものです。

なお、オオタカの生息環境への影響が懸念される区域南側は、具体の計画が決定し市街地整備の見

 通しが明らかとなった段階で市街化区域に編入していきます。

区域区分の変更

区域区分の変更

理由書

６



用途地域の変更

種類 建築物の容

 積率
建築物の建

 ぺい率
新旧用途別面積 面積の増減

旧 新

工業地域 20/10以下 6/10以下 約８９ha 約１０６ha ＋１６．９ha

新旧対照表（抜粋）

７用途地域の変更

４



区域区分の変更により本地区を市街化区域へ編入することに伴い、用途地域を変更

 （追加指定）するものです。

本地区を含む西北部地域は、「藤沢市都市マスタープラン」において、「農・工・住

 が共存する環境共生都市」をめざしており、そのうち本地区は「（仮）綾瀬インターチェ

 ンジの整備を見据え、産業交流を導く新たな産業拠点として、周辺環境と調和した効果的

 な施設緑化等により豊かな緑につつまれた「新産業の森」の形成をめざす。」としていま

 す。

このたび、土地区画整理事業（組合施行）による市街地整備の見通しが明らかとなっ

 たことから、市街化区域の編入に併せ、上位計画にもとづき研究開発型施設等の立地を誘

 導するため、工業地域（容積率200％、建ぺい率60%）を定めるものです。

用途地域の変更

用途地域の変更

理由書

８



葛原地区

藤沢市

 
市街化調整区域における建築形態制限の変更

凡例

市街化区域の編入に伴い一部廃止する区域

これまでに指定した区域

表示 区域 建ぺい率 容積率 道路斜線 隣地斜線

Ａ地区 ５０ ８０ １．２５ ２０ｍ＋１．２５

Ｂ地区 ４０ １００ １．２５ ２０ｍ＋１．２５

Ｃ地区 ４０ ８０ １．２５ ２０ｍ＋１．２５

Ｄ地区 ６０ １００ １．２５ ２０ｍ＋１．２５

E地区 ６０ ２００ １．２５ ２０ｍ＋１．２５

F地区 ６０ ２００ １．２５ ２０ｍ＋１．２５

市町境界線

建ぺい率

容積率

指定数値

８形態制限の変更

総括図
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新

 
旧

用途地域 区域 面積 容積率 建ぺい率 道路斜線 隣地斜線

新 工業地域

約１６．９ha

２０／１０ ６／１０ １．５ ３１ｍ＋２．５

旧 藤沢厚木線

 
沿道５０ｍ

 
の区域

１０／１０ ６／１０ １．２５ ２０ｍ＋１．２５

新 工業地域 ２０／１０ ６／１０ １．５ ３１ｍ＋２．５

旧 その他の区

 
域

８／１０ ５／１０ １．２５ ２０ｍ＋１．２５

藤沢市

 
市街化調整区域における建築形態制限の変更

９形態制限の変更

葛原地区
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高倉地区

立石地区

天神町地区

遠藤地区

片瀬目白山地区

下土棚地区

排水区域変更箇所

 
位置図

凡 例

葛原地区市街化区域編入に

 
より変更する箇所

第６回線引き見直しとの整

 
合を図るため変更する箇所

下水道の変更

第１号

 

公共下水道の変更１０
６



下水道の変更

１１第１号

 

公共下水道の変更

種類 面積 備考

排水区域 新 旧

約4,620ha 約4,604ha 面積の増減

 
＋16.98ha

（内訳）

高倉地区

 
＋0.11ha

増0.13ha

減0.02ha

立石地区

 
＋0.01ha

増0.01ha

葛原地区

 
＋16.86ha

増16.86ha

新旧対照表



第１号公共下水道は、昭和33年に都市計画決定し、その後区域の拡大等に伴い変更を

 13回行い整備を進めています。

今回の変更は、区域区分の変更により、葛原地区（16.9ha）を市街化区域へ編入す

 ることと併せ、第6回線引き見直しの変更に整合を図り、本案のとおり排水区域を変更す

 るものです。

下水道の変更

理由書

第１号

 

公共下水道の変更１２
７



地区計画の名称・位置・面積

新産業の森北部地区地区計画１３

新産業の森北部地区地区計画

面積

 
約１６．９ha
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藤沢市葛原字観音道、字昭和台、字芝地、

 字久保地及び字大六天
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地区計画の目標

新産業の森北部地区地区計画

本地区は、本市西北部の市街化調整区域に隣接し、都市計画道路

 ３・３・４号藤沢厚木線沿道（以下「藤沢厚木線」という。）に位置

 している。「藤沢市都市マスタープラン」においては、農・工・住が

 共存する環境共生都市の創造をめざし、活力を生み出す新たな産業

 ゾーンとして「新産業の森」の一部となっている。さらに、組合施行

 の土地区画整理事業により基盤整備並びに産業集積が図られる地区で

 ある。

本地区計画は、本市の経済活力を牽引する「新産業の森」の先導地区

 として、豊かな森につつまれた次世代へと引き継ぐ新たな産業拠点の

 形成を図ることを目標とする。
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